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令和４年第３回砂川市議会定例会

令和４年９月１４日（水曜日）第３号
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議 長 水 島 美喜子 君 副議長 増 山 裕 司 君
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 水島美喜子君 ただいまから本日の会議を開きます。

本日の会議に欠席の届出のあった方を事務局長に報告させます。

〇議会事務局長 為国修一君 本日の会議に欠席の届出のありました議員は、北谷文夫議

員であります。

〇議長 水島美喜子君 議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 一般質問

〇議長 水島美喜子君 日程第１、一般質問を前日に引き続き行います。

多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 （登壇） おはようございます。それでは、通告に基づきまして一般

質問をさせていただきます。

大きな１、ご当地自動販売機の設置について。昨今、全国的にご当地自動販売機の設置

が急増しています。ご当地自動販売機は、２４時間３６５日販売することができ、ご当地

グッズやご当地スイーツなどのお土産品や特産品、おにぎりやお弁当、パン、お総菜など

の食品や入浴剤、コスメなどの雑貨まで幅広く利活用することができます。また、ロッカ

ー型自動販売機タイプを導入すれば、地元野菜やお米、卵などの農産物の提供も可能とな

ります。市では、現在駅前集客施設の建設に向け取り組んでいます。そこで、このご当地

自動販売機を施設に設置することで集客能力の向上につながると考えますが、市の考えを

お伺いいたします。

大きな２点目、中央公園の維持管理について。まちなかで２４時間使用可能であるトイ

レを有する中央公園ですが、雑草が生い茂り、ベンチは壊れたまま、トイレもガでいっぱ

いです。残念ながら、全く管理が行き届いておりません。なぜこのような状況なのか。ま

た、今後の管理についてをお伺いします。

大きな３点目、空き店舗情報の管理と情報発信について。市街地では、残念ながら空き

店舗、いわゆるシャッター街化が進んでいます。商店街からは、今後さらに空き店舗が増

えるだろうとの懸念の声が上がっています。空き店舗にならないための事業継続支援や事

業承継政策も重要ですが、残念ながら空き店舗になってしまった場合には早期に新店舗の

入居を促す政策も重要です。現在の情報管理の状況と今後の情報発信について市の考えを

お伺いして、１回目の質問といたします。

〇議長 水島美喜子君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 （登壇） 私から大きな１、ご当地自動販売機の設置につ

いてご答弁申し上げます。
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駅前施設においては、フリースペース内にカフェを設置するとともに、併せてすながわ

スイーツなどの特産品の販売を行いたいと考えており、集客力を高めるためには民間事業

者との連携が必要不可欠なものと考えております。

特産品の販売に当たっては、市内事業者からの商品提供が必要となりますが、カフェ事

業者の出店に当たり各事業者とのお話の中では商品の提供は可能ということでありました。

販売する手法としましては、カフェ事業者と連携した対面による販売を想定していると

ころでありますが、最近では食品小売業や飲食店を中心に閉店後の販売機会の対応や対面

販売を避ける消費者心理の変化により無人販売所や自動販売機による販売が注目されてい

るところであります。

自動販売機の設置に関しましては、様々な形態がありますが、各事業者独自の商品を販

売管理する自動販売機については、要望があれば、スペースに限りはありますが、設置は

可能と考えております。

また、ロッカー型の自動販売機については、地元の野菜やお菓子など様々な商品の取扱

いが１台で可能となるため、補充管理や衛生面、安全面の対応も必要となってまいります

が、人手をかけずに販売ができ、さらには購入者も非対面で手軽に購入できるなどのメリ

ットがあり、集客力を高めるためには有効な手法と考えております。

このことから、今後は施設において市内の特産品などの販売を行う際には自動販売機で

の販売も含めまして様々な手法が想定されておりますので、市内事業者などとも引き続き

協議をさせていただきながら、運用面も含めて、より効果的な手法を検討してまいりたい

と考えているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 （登壇） それでは、私から大きな２の中央公園の維持管理に

ついてご答弁申し上げます。

国道１２号に面したまちなかにある中央公園は、本市の街区公園として昭和４０年に供

用開始し、その後昭和６３年に２４時間トイレなどの再整備を行い、市街地住民が憩いを

享受できる施設として、またイベントや地域の行事等においても利用されているところで

あります。

維持管理につきましては、公園内に遊具のほか、トイレや休憩施設等が配置されており、

委託業者による週１回の園内清掃を基本に、週３回のトイレ清掃のほか、年３回の草刈り、

除草等を定期的に実施しているところであります。

また、これまで地域住民の皆様のご尽力により清掃活動が続けられており、大変感謝し

ているところであります。しかしながら、ご指摘のありましたように、壊れたままのベン

チや雑草の手入れなど、市の管理が行き届いていない部分もあり、その原因としましては

８月に草刈りを行ったものの草の伸びが早く、その後の点検が不十分であったことや、ベ

ンチの修繕が必要だったものの担当者間の連携不足により未対応となっていたことなどが
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原因と考えているところであります。

また、トイレの管理につきましては、夜間入り口ドアの閉め忘れなどによりガが入り込

むことがあり、その都度清掃を行っておりますが、今年の夏はガの大量発生により対応に

苦慮しているところであります。

中央公園は、中心市街地にある市民にとって身近な公園であり、市街地住民はもとより、

買い物などでまちなかを回遊する人たちがいつでも気軽に気持ちよく利用できるよう管理

していかなければならないと考えており、良好な環境や景観を保つことで周辺商店街のに

ぎわいや観光振興等にも資することができる公園であると考えております。

このことから、今後は委託業者との連携を強化して点検を実施していくほか、ベンチの

修繕や広場の雑草、除去等を早急に行うとともに、公園周辺の環境を考え、状況に応じた

対応を行いながら良好な憩いの場となるよう維持管理に努めてまいります。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 （登壇） それでは、私から大きな３、空き店舗情報の管理と

情報発信についてご答弁申し上げます。

北海道が令和２年に実施した商店街実態調査によりますと、道内の９割を超える商店街

に空き店舗があり、空き店舗率は１１％となっております。空き店舗が解消されない主な

原因は、店舗の老朽化が貸し手側、借り手側とも最も多く、その他貸し手側では住居とし

て使用しているため貸せない、所有者に貸す意思がない、また借り手側では商店街に活気

がない、家賃の折り合いがつかないが上位を占めているところでございます。これまで市

では、商業地域及び近隣商業地域における商店、事業所等を目視で確認する空き店舗実態

調査を毎年実施しており、昨年の調査によりますと、空き店舗は３２件、空き店舗併用住

宅は１７件の合計で４９件、空き店舗率は全道平均より高い１９．９％であります。

また、調査終了後に空き店舗等所有者に対してアンケート調査を平成２９年度と令和３

年度の２回実施しており、空き店舗等の情報の詳細や今後の意向について確認をしている

ところでございます。昨年の調査における空き店舗等４９件のうち居住実態がある、また

は老朽化により明らかに使用ができない状態にあると思われる空き店舗等は３０件、活用

可能な空き店舗等は１９件であり、さらに活用可能な空き店舗等の所有者へのアンケート

調査では売却、賃貸を希望するが６件、自ら使用するが１件、除却予定が１件、未定が１

件、未回答が１０件であり、売却、賃貸を希望する空き店舗等所有者は半数に満たないの

が現状であります。

また、調査結果につきましては、商工会議所と情報共有を図りながら空き店舗等の活用

を希望する方が市の担当窓口を訪れた際には、外観の写真、位置を示す地図、所有者の意

向等に加え、中小企業等振興条例の商店街店舗整備事業に対する支援等について情報提供

をしているところでございます。

今後とも商工会議所と連携し、空き店舗等の情報収集に努め、空き店舗等のうち所有者
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の同意を得た場合につきましては市のホームページで周知するなど積極的に情報発信を図

るとともに、空き店舗等利用の前提ともなる創業支援、事業承継、支援において関係機関

と連携し、商工会議所が行う創業セミナー、中小企業の経営相談を行うよろず支援拠点出

張相談会の実施のほか、適切な情報提供や補助制度、融資制度等、創業、事業承継からそ

の後のフォローアップまで総合的な支援に努めてまいります。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 それでは、順次再質問をさせていただきます。

まず、自動販売機の関係です。ここにきて全国的にすごくおもしろい自動販売機が開発

され、そして提供されている。それを利活用する民間、もしくは市立病院とかああいう病

院系とかも入院グッズとか、そういったものも含めていろいろなタイプが出てきたり、業

種問わず様々なタイプの自動販売機が作られ、最近では世に出回っている状況もあり、あ

とは金額に関しても、カスタマイズの割には結構値段も下がってきているという印象も受

けております。

そういったものを駅前集客施設に設置してはどうかというところでの質問なわけなので

すけれども、今お話がありましたように、今のところフリースペースではカフェを設置し

て、そこで集客を図ろうとするというお話ではあったのですが、なかなかその辺、本当に

人が集まるのだろうかという不安が若干あるのです。まずはその辺り、駅前施設ができた

後、今現在どういうイメージを持っているのかということなのですけれども、イベントは

多分人は来るのだろうと思うのです。ただ、イベント以外の平常時というか、通常営業し

ているときの来客数というのが、カフェのいわゆる魅力なりカフェを求めてくる、もちろ

ん観光協会、商工会議所に用事がある方ということも当然あるのでしょうけれども、実際

通常時の集客見込み人数的な目標値でも構わないのですけれども、そういったことは考え

られているのかどうなのか、まずそこからお伺いしたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 今ご質問がありましたのは、イベント以外の集客方法、ま

たはカフェとかの見込み人数ということではないかと思います。

まず、施設の利活用としましては、イベントについては土日、祝日などの限定的な開催

となってくるかと思います。イベントが行われない日常的な使い方としましては、市民の

居場所、居心地のよい空間がにぎわいにつながるものと考えておりますので、イベント以

外の集客方法としましては、カフェ機能の充実が重要であると考えております。

砂川には、魅力のある有名なスイーツがたくさんありますし、そのようなスイーツを飲

み物と一緒に提供することや、併せて特産品を販売することで市民や市外の方々もお土産

などを購入していただけるような集客性のあるカフェにしていきたいと考えております。

また、このカフェでの見込み人数ということでございます。この見込み人数につきまし

ては、カフェ事業者の具体的な運営内容などが決まっておりませんので、現段階では見込
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み人数は想定できませんが、より多くの人を集客していただければ最良とは思いますけれ

ども、持続的に利益が出るような形で運営をしていただければと考えております。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 目標人数等々はまだ決まっていないということなのですけれども、こ

れから建物全体をいかに運用していくか。また、どういうカフェに入っていただくかとい

うことは、そこが魅力的な場所になるよということを、もちろん見込み人数も含めて提案

していかなければいけないのだろうと思うのです。ですから、イベントだと年間これぐら

いな感じ、もちろん目標値ではあると思うのですけれども、そして通常時はこれぐらいの

人数を考えています。それには、こういった手法を考えて、独自性というか、集客力のあ

るような取組をお願いしたいという話もしていかなければいけないのだろうと思いますの

で、その辺は早い時期に目標値を設定して、それに向かった取組をぜひしていただきたい

と思います。

今ほど砂川にはスイーツ等々があるので、もちろんそのカフェプラス砂川の人気のある

スイーツなんかがその場所でも提供されるようになるのであれば、それはそれで一つの集

客能力の向上にはつながるとは思うのですけれども、心配しているのは、カフェ事業者が

ほかの事業者の販売委託をされて販売するというイメージなのだろうと思うのです。そう

なった場合には、ただ手間が取られるということにならないと思うので、委託料なり手数

料なりという話に恐らくなっていくのだろうと思うのですけれども、イメージ的にはそう

いうイメージでよろしいのですか。

〇議長 水島美喜子君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 今のご質問は、カフェ事業者が特産品の販売だとかをした

場合の手数料などの考え方ということでございます。

今このスイーツだとか特産品を販売する際の手数料につきましては、市内事業者から提

供を受けた民間事業者が販売するということになりますが、どのような形で商品を調達し

て販売するかについては、今後各事業者と協議をさせていただきながら決めていきたいと

考えております。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 開業は２年先かもしれませんけれども、もう少し具体的に詰めていっ

てもいいのかという気はしますので、そういうことをいろいろ考えていくと、人手がかか

る、一手間かかる。手数料の問題だとか、では業者はぽんとそこに置いていけばいいもの

なのか、陳列は各自で行うのか、いろいろなことが想定されていくのだろうと思うのだけ

れども、今でいうとここに人が集まるかどうかはカフェに負担がかかり過ぎているような

気もするのです。うまくいけば一番いいですし、うまくいってほしいと思うのですけれど

も、もしあまり集客能力が、万が一平日なんかは厳しかったねという話になったときに、

今カフェの魅力で、カフェの魅力でと言ってしまうと、カフェの魅力がないから人が集ま
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らないのだと何か結論になってしまうのが一番嫌だなと思っているのです。そうではなく

て、施設として魅力のある場所ということにしてあげるべきなのだろうと感じています。

それが、この自動販売機がいいのかどうかはまた別の話だとしても、自動販売機を提案

したのは、あそこというのは観光協会であり商工会議所であり、そしてＳｕＢＡＣｏの機

能が戻ってくるということなのだろうと思うのですけれども、ＳｕＢＡＣｏは地域情報の

発信だとかお店の紹介だとか、そういったことがメインの業務になってこれまではやって

こられたと思うのです。自動販売機は、単に物を売るだけのことではなくて、自動販売機

自体が商店街のショーケースになるだろうとイメージしているのです。そこで、このまち

で売られている特産品や、それこそ農産物なども含めて魅力あるものが、その自動販売機

がショーケースとして売られている。買うこともできるし、知ることもできる。そういっ

た場所をつくってあげることで、この地域情報の発信と販売、販路の確保ですね、そうい

ったことにもつながるのではないかと感じております。

また、自動販売機を設置しているということでの、これからの商品開発意欲ですね、民

間のそういう販路があるなら、自分のお店でもそこで売れるようなものが作れないだろう

かという、そういう意欲がぜひ民間の力を使ってほしいと思いますし、また商品開発がで

きたならば、それをふるさと納税の返礼品としても当然使っていけるものにもなるでしょ

うし、そのスペースを用意することで、いろいろないい影響が出るのではないかと感じて

おります。

自動販売機なのですけれども、先ほどの答弁の中では、事業者が設置したいという意向

があれば、そのスペースは用意できなくもないみたいな話だったのですけれども、今お話

をしたことを考えると、私はぜひ建設と同時に自動販売機の設置まで市が行ってあげたほ

うがいいのではないかと感じて、いわゆる公設民営というスタイルになろうかな。管理は、

どこが中心となって管理をするのかというのは、まだまだこれからいろいろな議論の余地

はあるのかと思うのですけれども、商品の管理に関しては各自それぞれ事業者さんがそこ

の自動販売機の商品の管理をしてもらう。そして、ただ自動販売機を設置して自由にお使

いくださいではなくて、受益者負担というか、事業者さんにも一間口、一商品、１個のロ

ッカー、何でもいいのですけれども、昨日の話ではないですけれども、カフェがスペース

によって幾らと決まっているのであれば、ロッカー１つ幾らという値段も決まってくるで

しょうから、そういったものを設定して、商品を提供する人にも多少の負担をいただきな

がら自分で管理していただいて、それが集客ではないですけれども、みんながどういう商

品が売っているのだろうとか、どういうものがあるのだろうと横のつながりも当然できる

でしょうし、それを一人一人商品を運んでくる方たちもそこの利用者となっていくという

ことで、いろいろな人、たくさんの人を巻き込んでいくということにもつながるのかとい

う気がするのです。ですので、そういった部分で今後より効果的な手法もということがあ

りますけれども、今の公設民営の考え方について何かあればお聞かせ願いたいと思います。
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〇議長 水島美喜子君 経済部審議監。

〇経済部審議監 東 正人君 ただいまのご質問の中で、イベントだとかカフェ以外でも

しっかりと取り組んでいただきたいということで、それは集客機能としてイベントとかカ

フェ事業以外の部分でも施設に魅力を持たせて人が集まって、その集まった人たちが各店

舗だとか子どもの国、オアシスパークなど、ほかの施設にも足を運んで、この施設の設置

を契機に新しい人の流れができる仕組みづくりというのはしっかりと取り組んでいきたい

と思っております。

また、自動販売機の公設民営ということでございます。これにつきましては、ロッカー

型の自動販売機については商品管理というのはあるものの、人手をかけないで１台で砂川

産の様々な商品を販売して取扱いができるということでございますから、これは一つの手

法として可能であるし、有効な手段なのかと考えております。

この設置に当たりましては、公設民営という形態も一つの選択肢でありますし、その際

の設置方法や運営方法など様々な手法が想定されます。また、商品を提供していただく事

業者との調整、また運営の選定など課題もありますけれども、そのようなことも含めまし

て、１回目の答弁でも申しましたが、より効果的な方法を検討してまいりたいと考えてお

ります。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 自動販売機を設置するにしても、どこに設置するのかというところも

含めて、自動販売機の大きさも含めて、もし設置するのであれば、実施設計から電気の配

線とかいろいろな部分に関わってきますので、それ以外のいい方法があって、カフェに集

客能力の負担をあまりかけないようなことを考えられるのであればそれでもいいのですけ

れども、こういったことも少し考えてあげて、カフェの負担を減らしてあげるということ

も少し考えてあげなければいけないのかと思います。まだまだいろいろなことが決まって

いない中での部分もあるのでしょうけれども、集客能力と、いわゆるあそこの集客施設が

まちに及ぼす影響ということも幅広く考えていただいて、具体的な取組をしていただけれ

ばと思います。

続きまして、中央公園の維持管理なのですけれども、私が質問すると通告してから公園

がきれいになりました。まず、ありがとうございます。

私もあの辺を行き来していながら、なかなかその状態に気づけていなかったので、その

辺りは市民からお話をいただくまで私も気づかなかったということで反省をしている部分

は当然あるのですけれども、ガも確かに多かったので、より惨状がひどかったという感じ

ではいたのです。

それで、今回の質問になったわけなのですけれども、根本的なところも含めて行き届い

ていないところが多々あったのかということも今回分かりましたので、今後についてはし

っかりと取り組んでいただきたいと思います。
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実際今回どれぐらいでこんなにきれいになったのかというところを少し教えていただけ

ればと思うのですが、ここ数日の間にすごくきれいになったのですけれども、基本的な実

際の管理の方、どなたがやられているのか。何人ぐらいで、どのぐらいの時間をかけて、

あの状態から今のきれいな状態になったのかを教えていただきたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 ただいま中央公園の今回除草作業を行わさせていただきました

が、実際どのような作業内容であったかというご質問でございますが、通常の公園の維持

管理におきましては、最初の答弁で申しましたように週１回の清掃作業を基本に週３回の

トイレ清掃等を委託業者にお願いしながら進めているところでございます。

今回ご質問の通告を受けまして、私も中央公園を確認いたしましたところ、広場スペー

スに雑草等が生え、状態が悪くなっていたところでありまして、公園を管理、監督する者

として大変市民の方に不快な思いをかけ、大変申し訳なく反省しているところでもござい

ます。

当公園につきましては、まちなかの公園でもありますことから、今回応急的に草刈り等

の対応をさせていただいたところでございます。作業につきましては、今回委託業者に依

頼いたしまして、インターロックブロックの隙間に生えましたコケの除去ですとか草刈り

のほか、樹木の下枝の剪定を３人の作業によりまして、７時間ほどかけまして１日がかり

で作業を行ったところでございます。なお、この作業に当たりましては、市の担当職員も

２名ほど加わって作業を行わさせていただいたところでございます。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 そうでしょうね。結構な荒れ放題でしたから、５人で７時間と、結構

な作業量ですね。定期的な部分が少しずつおろそかになっていったのかという気もします

し、先ほど１回目で答弁されたような定期的な管理がしっかり行われていればもう少し、

今回みたいな大掃除という感じにはならなかったのかという気もしますので、継続的な管

理を、監視ですね、そういった部分を含めてお願いしたいと思います。

また、今年はガがどうしても多かったということで、ただまちなかのいろいろなところ

の防犯灯も含めてＬＥＤの場所は少なかったですよね。ただ、公園の街灯はきっと違うの

ですね。物すごく集まって、物すごく死骸があって、そしてあそこの巨木、あれは何の木

か分からないですけれども、でっかい砂川のシンボル的な木に成長していますけれども、

あそこにカラスがたくさん集まって、それでガの死骸というか、羽だけになった状態なの

か、公園中に散らばっているような状況というのが私が見たときの惨状だったのですけれ

ども、その辺り、トイレの電気と公園内の照明ですね、こちらのＬＥＤ化ということがで

きないのか、お伺いさせてください。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 ただいま公園内の照明につきまして、ＬＥＤ化することはでき
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ないのかというご質問でございましたが、当中央公園につきましてはまちなかの公園であ

りまして、トイレも２４時間使用可能となっておりますけれども、おっしゃるとおり今年

の夏はガの大量発生によりまして公園内の街灯の下ですとかトイレ内の汚れがひどいこと

から、その対策として市では現在照明器具のＬＥＤ化を検討しているところでございます。

中央公園の照明器具につきましては、現在デザイン照明の街灯２灯と、トイレに照明が

ございますが、こちら調査をいたしましたところ、いずれも電球だけの取替えで済むこと

から、現在交換に向けて準備を進めているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 それはよかったです。

あと、トイレに関してなのですけれども、まだ和式の状態なのです。これを何とか、も

うこのご時世ですし、洋式化ということはできないのかどうか、その辺りお聞かせくださ

い。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 トイレを洋式化にすることはできないのかというご質問でござ

いますが、当中央公園のトイレにつきましては、現在多目的トイレにつきましては洋式化

されておりますが、それ以外の女性用、男性用のトイレ共に全てが和式のトイレとなって

ございます。最近の家庭のトイレにつきましては、ほとんど洋式化がされているところで

ありまして、お年寄りや足腰の不自由な方の利用を考えた場合、また和式トイレになじみ

のない方も増えていることなどから、よりトイレを使いやすくすることが望ましいと考え

ているところでもございます。特に中央公園につきましては、まちなかの公園でもござい

ますし、他の公園のトイレよりも利用頻度が高いことなどから、今後は市民やまちなかを

訪れる方の利便性にも配慮した衛生的な公衆トイレとなるよう、今議員からおっしゃられ

ておりますように和式から洋式のトイレの変更についても前向きに検討してまいりたいと

考えているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 先ほど１回目の質問でもしましたベンチの関係ですね、これの今後は

どんな感じになるのでしょうか。壊れているベンチです。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 公園内のベンチ、今２つほど壊れていて利用を中止させていた

だいております。昨年故障箇所が発見されて、利用休止のまま放置となっているところで

ございますが、これにつきましては早急に修繕対応をしたいと考えております。今のとこ

ろ、あそこのベンチについては固定式ベンチとなっておりますが、一度取り外しをいたし

まして、損傷の状況等を調査し、どの程度の修繕で済むのかも確認しながら対応してまい

りたいと思います。なるべく早急に改善を図ってまいりたいと考えているところでござい

ます。
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〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 最後に、いわゆる巨木ですね、シンボル的にまちなかにあれだけの大

きな木があるのは、すごくシンボリックでいいなと思う反面、手入れするのが大変そうだ

というのと、葉っぱも相当生い茂っていて、あの辺り今後どうしていくのかをお聞かせ願

いたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 中央公園内に生えております巨木、私も大変気になっていると

ころではございましたが、こちらの公園内に生育している樹木、プラタナスの木につきま

しては、議員おっしゃるとおり公園のシンボル的な木でもございますが、樹齢は５０年以

上が経過していると想定されておりまして、幹も太く、かなり高くなり、巨木化している

ところでございます。

この樹木の維持管理につきましては、直近では平成３０年に剪定を行っておりますが、

当公園の周りは石垣などで囲われておりまして、公園内に剪定のための高所作業車などが

入れないため、容易に剪定することができず、また成長も早いこともあって、木が高くな

り、枝葉も繁茂し、巨木化しているというのが現状でございます。しかしながら、枯れ葉

のまちなかへの散乱ですとか、また倒木などの危険性を防ぐためにも、今後は剪定を実施

してまいりたいと考えているところでございます。

なお、このプラタナスの樹木につきましては、巨木化して作業の難易度も高いと想定さ

れておりますので、剪定に当たりましては生育状況や倒木の危険性など、木の状態を確認

した上で剪定に適した時期や方法等を検討しながら対応を図ってまいりたいと考えている

ところでございます。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 すごく立派な木だし、このままうまく管理していけば、すごくいい名

所になっていくかなという気もしないでもないぐらい、いい成長具合なのです。ただ、今

ほど説明されたように、管理がすごく難しい。確かにあの周りに大きな太い道路とかもな

いから、高所作業車とかそういったものを設置するのもきっと難しいのだろうという気は

しますので、いろいろと今後安全面も含めて考えていただいてほしいと思います。

砂川は、緑あふれる公園都市ということで、公園を中心としたまちづくりをやってこら

れているので、その公園がなかなか市民から逆に、よかれと思って造っている公園が市民

に迷惑を与えるようなことのないように、今回は中央公園についてお話をさせていただき

ましたけれども、各公園についての維持管理も含めてしっかりとお願いしたいと思います。

続きまして、空き店舗情報の管理と発信ということですけれども、ご答弁にありました

とおり、砂川には空き店舗も若干増えつつあるし、全道平均よりも少し多いと。いろいろ

な支援は行われていることも承知していますし、開業した後はすごくいろいろな制度があ

るというのは分かっていますけれども、閉まる前の支援ということで、いろいろ考えるこ
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とができないかと過去にも一般質問させていただいたことはあるのですけれども、なかな

か具体的な取組がまだないのかとは思っています。

ただ、その中で事業承継に係る部分、市内では最近になって、事情によるのでしょうけ

れども、オーナーが代わったというケースも見られるのですが、そういったところを増や

していくということも一つ大事なことかと思うのですけれども、その事業承継で何らかの

支援ができないものかと思うのですけれども、きっかけづくりを市として施策として、何

かインセンティブを設けるとか具体的な支援をしていくとか、そういったところを、どう

しようかなという人の背中を押してあげられるような、そういう施策はなかなか難しいも

のなのかを質問させていただきたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 事業承継への支援ということでございます。

砂川の市内の事業者さんの店舗の数というのも減りつつあります。商工会議所の会員で

ありますと、１０年前に比べて１割ぐらい減っておりますし、砂商連の店舗につきまして

は、この１０年間で２割ほど減っております。それに対して、１回目でお答えしたとおり、

空き店舗の調査を実施しておりまして、また空き店舗のうち活用が可能かと思われるオー

ナーさんにはアンケート調査も実施しているというところでございます。

ここ数年でオーナーチェンジといいますか、事業承継がなった場合は、廃業を検討して

いたお店の従業員の方が引き継いでくれたり、親族に依頼があり、するようなお店につい

ては、担当の窓口にご相談に来られた際にいろいろ専門的なアドバイスというのは道の機

関にもございますので、そういった方々を紹介してつなげるという取組を今しているとこ

ろでございます。

ただ、今議員おっしゃられたとおり、そのきっかけづくり、あとインセンティブという

ものについては、まだ取組も十分ではないのかとは感じてもおります。この部分について

は、もう少しお時間をいただいて、他の自治体での取組状況などを調査させていただきな

がら、その中で当市で取り込めるような事業があれば検討してまいりたいと考えておりま

す。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 最近みんな大好きおでん屋さんがお店を閉めてしまいましたけれども、

オーナーと話したときには、誰かやる気のあるやついないかということもお話をされてい

て、当然今からでも遅くないのかもしれないのですけれども、そういった部分がもし何か

しらあれば、ひょっとしたらスムーズに、閉まることなくできたのでないかという思いも

しますし、そういったところもったいないなと、砂川の名所だった部分もありますし、そ

ういう施策さえあれば、ひょっとしたら事業承継するまで頑張ってもらえたかもしれない

ですし、それはそれぞれのオーナーさんの考え方なので、一概には言えませんけれども、

市民としてはもったいないなという気がしてならないというところです。
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お話の中にありました、住んでいるから貸せないというところですよね。砂川市内もも

ともと店舗をやられていて、そのまま併用住宅に住まわれているので、どうしてもそこを

出入口にしているので、貸すことは考えていないということのお話もありましたけれども、

近隣というか、北海道内でも、この店舗併用住宅を分離する工事にかかる費用に対する助

成ということをやられているまちもあるようですので、その辺りを考えてあげられないの

かお聞かせ願いたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 店舗併用住宅への支援というご質問でございます。

議員おっしゃるとおり、自治体の中には自分が住みながら店舗部分を貸す希望はあるの

だけれども、店舗と住宅がつながっているがゆえに貸せないという、オーナーさんに対す

る行政が行う支援というのに取り組んでいるまちもございます。この後、そういったまち

については調査をさせていただきながら、どの程度の効果があるのかというのを十分に検

証しながら、必要であれば検討してまいりたいと考えております。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 その人も、そういった方たちも、そういう支援があればそうしてもら

えるといいと思うのと、北海道はどうしても冬がありますので、除雪の関係で、店舗だけ

でも若い人にもし貸すことができるのであれば、まちなかの除排雪に関しても非常にいい

メリットもあるのかという気もしますので、調査研究した上で、砂川の場合どれぐらい、

空き店舗になっているよりも人が入っているほうがまちにとっていいのかということも併

せて、ぜひ検討していただきたいと思います。

そして、先ほど答弁では情報発信については前向きにというか、するというお話でいた

だきました。なかなか難しいのかと実は思っていて、空き家とか、そういった部分も砂川

市は情報発信していますけれども、一般の市民の方とかオーナーさんですとか、公平性み

たいなところから、不動産屋さんを通しながら情報発信をしているという背景があったの

で、なかなかこういう部分に関しても市が単独で情報発信をするのは意外と難しいのかと

思っていたのですけれども、今情報収集して発信をしていくというお話だったので、いい

なと感じています。どういう発信の仕方になるかはあれなのですけれども、空き家の場合

は民間の不動産会社を通すことでのメリットも結構あるなと感じていて、砂川市のホーム

ページ上で当然出ているのですけれども、不動産屋さんを通すことによって大手の不動産

ポータルサイトにも、「砂川市空き家」と調べると物すごい数が出てくるのです。民間の

情報網はすごいと思って見ているわけなのです。当然砂川のホームページで出していただ

ければ、砂川市のホームページに来た人は見ることはできるかもしれないのですけれども、

「砂川市空き店舗」と調べたときに、果たしてそこまでたどり着けるのかどうなのか。も

し民間のそういった不動産の部分も通して情報発信できるのであれば、逆にたくさんの情

報サイトに掲載される可能性があるのかという気もしますので、その辺りの掲載方法につ
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いてお伺いしたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 市のホームページ以外の媒体ということで、１つ不動産の事業

所のことを提案していただきました。市内にも不動産の事業者さんいらっしゃいます。も

ちろんオーナーさんの意向と、同意を得た上でということになろうかと思いますが、空き

店舗の調査等をする場合に貸す、売る希望のある方につきましては、そういった民間の事

業者さんも市内にあるので、掲載すれば、今議員おっしゃられたとおり全国的な発信も可

能だということでオーナーさんにはお知らせをしていきたいと考えております。

〇議長 水島美喜子君 多比良和伸議員。

〇多比良和伸議員 一長一短だと思うのです。市が窓口で行うことによって、問合わせが

あった場合には、もちろん開業支援とか、その辺りも含めて情報提供をしていけるのかと

思うので、それはそれでいいなと思うのですけれども、たくさんの人に見ていただきたい

ということを考えると、そういった民間のポータルサイトにも掲載されるような手法を取

っていくことも大事なのかと思う。だけれども、それはそこで貸し借りが行われてしまう

と、市としては情報としては開業するときまで分からないという状況にもなりかねないと

いうこともあるので、ひょっとしたらその前からいろいろな創業支援とかという情報提供

ができれば開業に至ったかもしれないけれども、やり取りしている間に家賃が折り合わな

いとか、いろいろな支援があることを知らずに諦める方も減るのかとか、いろいろ考える

と難しいところはあるのですけれども、それでも情報発信というのはすごく大事だと思い

ますし、オーナーさんに不動産屋さんを通すのであれば、仲介料、手数料というのも当然

かかってくるでしょうから、そういった部分に対する支援を考えていったり、そうしてい

きながら、とにかく市長は就任当時から大手スーパーは不採算になればすぐ撤退するけれ

ども、最後に残るのは商店街だ。商店街は大事にしていかなければいけないのだというお

話を再三にわたり市長はしてこられましたけれども、残念ながらシャッターも増えてきて

いるという状況もありますが、せめて何とか情報発信、そしてそこから具体的な支援内容

を今考えてもらいたいというお話をさせていただきましたが、市長の今の思いというか、

感じているところがあれば最後にお聞かせ願いたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） それでは、多比良議員の質問に対してお答えいたします

けれども、担当の部長が結構やると言っていますので、あえて細かい話はする気はないわ

けでございますけれども、いわゆる私が市長になったときに取り組んだ事項に民間住宅の

空き家を何とかしなければならないと。このまま置いておくと、壊さずに残ってしまう住

宅も出てくる。売れるものなら早いうちに売ってもらって、新たな人に直して入ってもら

ったほうがいいと。究極の目的は、新たな人が入ってきて、砂川の人口の減少をそこで止

めるのだという思いでございまして、そのためには市長は明確に情報を発信しながら、あ



－79－

のときは担当係を専属の職員を配置してしっかりやってもらったと。そのときに言ったの

は、担当者の熱意で相手は変わると。駄目なら、札幌でもどこでも直接行って話してこい

と。その当時の担当者は優秀な方で、全件の調査を終えて、全部写真もカラーで撮って、

それをデータ化して、持ち主がどこに住んでいて、どういう人でとか、個人情報も入って

いますので、公表しない部分は公表しませんけれども、そのデータを完全に作ったところ、

いわゆる年間に、転勤でなくて、親がいるから、子供がいるからとかという理由で入って

くる方が３０名から４０名。それだけ人口減、社会減を緩和する役割を果たしたと。だけ

れども、そのとき思ったのは、そうやるには担当者の人柄なり熱意が一番大事だと。先ほ

どの調査を見ると、無回答が１０件とかと答弁の中でありましたけれども、そこをいかに

つぶすかと。そのデータを取った中で、当然不動産業者と連携取らないと絶対無理です。

連携を取りながら、いわゆる障害要件は一体どこにあるのだろうと。先ほど言われたとお

り、併用住宅が障害になるのなら、それを解決する糸口を内部で検討しながら、それを提

示しながら、議会と協議して続けていけばいいではないかと。

問題は、いわゆる空き店舗を壊すか、または改修して違う人に継承してもらう。仕事が

別な業種でもいいです。今そのために駅前に施設を造りますけれども、究極の目的は商業

とか飲食業の活性化をどう図ったらいいのだと。あそこに人が、砂川のまちの中は人が歩

く姿はないのですけれども、よく言われたのは病院から農協へ行ったりするのに休む場所

がないというのは、ＳｕＢＡＣｏを造るときにさんざん言われたことでございますから、

あそこを核としたときに、そことの連携を取りながら、いわゆるまちの見栄えを変えて、

起業しやすい土壌を行政がどうつくっていくかというのが一番大事です。

砂川の有利な点は、あの市立病院があると。今１，０００人を超える人が働いている。

人の動きが地方都市、この人口の少ないまちにしては珍しく、あの一帯だけは人が歩いて

いると。それをうまく誘導しながら、さらには多比良議員の言われる、究極の目的は店舗

をどう継承しながら残すか、またはまちに魅力を１か所かもしれない、縦のラインかもし

れないですけれども、ゆうから、駅前開発、それから病院、役所と、全部できないですけ

れども、そこだけでもまちの魅力を上げながら、砂川市変わったなと、その印象を与える

ことによって起業する人たちが起業しやすいと。そのためには、情報をしっかりとつくる

のと、それから起業しやすい条件ですか、制度をつくらなければ絶対継承する人は出てこ

ないと。

ですから、多比良議員が言うのは、ごく当たり前のことを言っているわけでございまし

て、その情報発信のデータはしっかりと業者から、これから本格的に取り組んで、ノウハ

ウを持っていますので、つくると。問題は、その後でいろいろな、いわゆる開業したい人

との話の中でどういう条件なのかとかどういうところが障害なのかというのを整理した上

で、さらに、市はどういう制度をつくればいいのだと、そういう手順をしっかり組んでい

けば、ある程度の効果は出てくると思っております。



－80－

今日は、大変建設的な意見をいただいて、私も答弁に立ちましたけれども、まちなかの

活性化と商業をいかに残すかというのがまちの魅力につながるものでございますので、し

っかりやってまいりたいと思っております。

〇議長 水島美喜子君 増井浩一議員の一般質問は休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１１時０３分

再開 午前１１時１２分

〇議長 水島美喜子君 休憩中の会議を開きます。

一般質問を続けます。

増井浩一議員。

〇増井浩一委員 （登壇） 通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。

次期市長選挙への立起についてであります。私は、明年４月に迫った統一地方選挙、市

長選挙への善岡市長の立起について質問をいたします。

善岡市長は、平成２３年４月、市民の大きな期待を受けて市長に就任され、以来３期１

２年にわたり市民との対話を重視し、安心して市民が暮らし続けることのできるまちづく

りを第一に、市政の発展に努力されてきております。私は、その真摯な姿を議会を通して

はもちろんのこと、様々な機会を通じて拝見してまいりましたが、まちづくりに対する善

岡市長の姿勢に敬意を表すものであります。

市長が初当選された平成２３年から今日までを振り返りますと、少子・超高齢化社会の

進展や人口減少により地方が疲弊する危機の時代であり、また、気候変動により全国的に

災害が多発化、激甚化してきたことに加え、ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響

もあり、新たな生活様式が求められるなど、市政運営に大変苦慮してこられたものと存じ

ます。

このような中、地域コミュニティの希薄化を危惧した善岡市長は、自ら率先して町内会

をはじめとする市民との対話を通じて、高齢者いきいき支えあい条例の制定により、町内

会、民生委員などによる高齢者の見回り体制を構築するなど、地域活動の活性化を図って

こられました。また、地域包括ケアネットワークシステムの確立をはじめとする福祉事業

の充実、未就学児の医療費無料化及び小学生への拡大や病児・病後児保育所の整備など、

子育て世帯への支援の数々、地域の基幹病院である砂川市立病院の診療体制や診療機器の

充実など、数多くの事業を展開されたことは大きく評価するところであります。さらに、

防災拠点である市役所庁舎の建設に当たっては、市民の多くの声を聞きながら事業を進め、

おくやみ窓口の設置など、質の高い市民サービスが提供できるよう取り組まれたほか、市

民生活の環境改善のため商業街路灯のＬＥＤ化、学校や体育施設の耐震化の整備、国への

要望により砂川ＳＡスマートインターチェンジの開設、国道１２号線における市内中心部

の無電柱化を実現させるなど、市民のニーズを的確に捉え、積極的に事業を実施してこら
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れました。

こうして数々の事業を実施される一方で、持続可能な市政運営を目指し、将来への負担

を残さぬよう、財政の健全化にも取り組まれてきました。とりわけオアシスゴルフ場の廃

止と株式会社砂川振興公社の清算については、市民の中でも賛否両論ある中で、財政運営

に精通した善岡市長でなければなし得なかった大きな決断でありました。

これらのなし遂げた事業は、砂川のまちづくりにとりまして後世に繋いでいく重要なも

のであります。ここ数年は、新型コロナウイルス感染症の対応により、思い描いた市政運

営ではなかったと推察いたしますが、一方でワクチン接種体制の整備のほか、消費低迷に

対する他市にないきめ細やかな支援など、迅速な対応をされてきたことに改めて敬意を表

すところであります。

以上、市長の実績の一端を申し上げましたが、これからの砂川市のまちづくりにおいて

は、駅前地区整備の推進や義務教育学校の建設、ＪＲ砂川駅、北電砂川発電所跡地利用な

ど、重要な課題がまだまだ山積しております。これらの課題の解決には、善岡市長の豊富

な経験と卓越した行政手腕、リーダーシップに、私をはじめ、多くの市民の大きな期待が

寄せられているところであります。

このことから、次期市長選挙への立起について、善岡市長の考えをお伺いいたします。

〇議長 水島美喜子君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 次期市長選への立起についてでございますけれども、今

増井議員から私の行った事業の一端について紹介がございました。それを聞きながら、私

が１２年前、市長選に出ようとした、そのときのことを思い浮かべていました。当時は菊

谷市長の時代で、三位一体改革ということで、国が地方の交付税をどんどん落としていく、

夕張が破綻した時期でございますけれども、砂川も５億円ほどの交付税が落ちまして、こ

のような状況の中でやっていけれるのだろうかと、そんな思いの中で市長選への決断をし

たわけでございます。

当時思ったのは２点ございまして、１つは財政規律、いわゆる財政を安定させる。しか

し、役所が安定して、まちが衰退するのでは意味がないと。いわゆる財政規律を守るのと、

事業実施の両立をどうやって図っていったらいいのだろうと。もう一つは、菊谷市長が市

立病院を建てました。あれは、菊谷市長でないと恐らく決断できなかっただろうと思って

おります。幸いにも、菊谷市長と私で、私が総務部長時代ですけれども、総務省に３年間

通って、やっと全国初の５１０床の大病院にもかかわらず、過疎債を該当させてくれた。

それがゆえに、今何とか大きな赤字にならず、また少しの黒字でやってこれていると。で

すから、私は財政規律を守る、そして事業実施をすると、それから市立病院を中心とした

まちづくりをしていかなければならないというのが最初に思った２点でございます。

病院につきましては、幸いにもその当時第３次医療圏の救命救急センターの指定になり

ました。この指定は、道内で７か所だけで、この指定が大きく砂川の運命を変えていくこ
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とになりました。私は、市立病院が活性化の起爆剤になるだろうと。それで、最初にロー

ドヒーティングをやりました。私のやった事業の中で一番市民から喜ばれたのは、実は病

院通りのロードヒーティングでございますけれども、３次医療圏に指定されたことによっ

て何が変わったかというと、砂川市のスマートインターチェンジ、中川市長、菊谷市長、

私と、３代にわたって取り組んできました。中川市長の時代には、いわゆる地方公社化、

市が公社をつくって維持管理も負担するやり方。あまりにも負担が多くて、これは成功し

ませんでした。次に、菊谷市長の時代には、インターチェンジの実証実験、取りあえず実

験でつけましょうと。その代わり、道路は市でつけてくださいと。ただし、費用対効果と

いうわけではないですけれども、車が少なければ撤去しますと。市で道路を造って撤去さ

れる状態になれば、北海道の場合、特に車の通行量が少ないと。それで、道路を造って撤

去されると、菊谷市長の政治生命にも関わると。なかなか決断ができなかったわけでござ

いますけれども、病院を建てたことによって、たまたま３次医療圏の救命救急センターに

指定されたと。これは、道内７か所で大きな都市６か所と、砂川がその一角に入った。こ

れが大きかったわけでございまして、それがいわゆる従来のスマートインターチェンジを

設置するときの費用対効果という考え方から費用便益、いわゆる救急車がその病院にみん

な集まってくる。そのときに一般道路を通るよりも、高速道路を利用してスマートインタ

ーで降りると１０分短くなると。いわゆる救命率が高まると。それが交通量が少ないにも

かかわらず、砂川が逆転でスマートインターチェンジができた理由でございます。

また、砂川の市立病院、建設から１０年たったときには２８０名ぐらいですか、職員数

が増えまして、そのうち医者は当時、建てる前は９０名ぐらいでしたけれども、１６人医

者が増えまして、１０６名ですか。まさに大病院というわけではないですけれども、ほか

のまちから見れば恵まれた病院と成長していって、職員が増えるということは、いわゆる

人口の社会減を減らす効果がある。それで、スマートインターはそういう理由でついたの

ですけれども、話はそこで終わらなくて、次災害拠点病院に救急車が来たときに、１２号

線の電柱が地震で倒れたら救急車が通れないですよねと。そうしたら、これは無電柱化に

したほうがいいと。それが空知の中で１番目に砂川市が該当した理由でございます。何か

につけて、この周産期の拠点病院であったり災害拠点病院であったり３次医療圏の病院、

がん拠点病院だと、そういう病院の地方における在り方というのはすごく大きなものがあ

ると。まちの中心は、病院がリードしていくと。職員数も１，０００人を超えていると。

そんな状況で、市立病院を中心としたまちづくりは間違いではなかったと。

ただ、もう一点、財政規律と事業実施をどう両立するのだと。これが一番難しい問題で、

私が一番悩んだのは当時ゴルフ場、５億円の赤字を抱えていた。私の理論では、３，００

０万円までだったら、償還額が３，０００万円あるので、ある程度借金を増やしてはいけ

ないと。だけれども、３，０００万円を超えてくると、５億円がどんどん増えていくと。

恐らくそのまま続けていたら１０億円以上、１５億円ぐらいまで借金は膨らんでいただろ
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うと、やる人が減っていきますので。それを分かっていて、私は公費をつぎ込んでいくこ

とはできないと。市長も、嫌な決断でもしなければならないと。砂川を守るためです。ゴ

ルフをやっている人たちには大分怒られましたし、本当に申し訳ないという思いでありま

すけれども、これは市長でないと決断ができないということで廃止にいたしました。大分

怒られましたけれども。それほど市長の責任は重いと実感しております。

菊谷市長から受け継いだ基金、１０億円です。菊谷市長も三位一体で厳しい中でも何と

か１０億円の基金を残してくれたと。今私になって、来年３月で、見込みですけれども、

基金残高は２６億円ぐらいになりそうです。また、庁舎の建設、５０年に１回、これもめ

ぐり合わせですが、私の下で建て替えることができた。また、市史の編さんも３０年に１

回ですけれども、作り終えたと。３期１２年、一定の役割を私は果たしたかと。

もう一つ、７０を過ぎて、従来のパフォーマンスができないのに市長を続けていいのか

と。年齢の問題でなくて、私が市長になったときの同じようなパフォーマンスで市長をや

れるならやります。でも、自分の中でそこまでできないと悟ったときには、これは３期１

２年は一つの区切りだと。次の若い人たちにバトンを渡さなければ駄目だと。常々迷いな

がら、そういう決断に至りました。市民の方からもう一期やってという声はよく聞きまし

たけれども、自分の能力が完全に出せないのに市長を続けるということは、市民に迷惑を

かけることになる。断腸の思いで辞める決断をしたところでございます。

今まで１２年間、お世話になった市民の皆様、そして議員の皆様、それから私を支えて

くれた幅広い大後援会の皆様に感謝の言葉しかございません。どこまでできたかの判断は

市民に委ねるしかございませんけれども、何とか私の積み残した駅のバリアフリー化、ス

マートインターチェンジではないですけれども、後輩のどこかで達成できるものと思って

おります。残念なのは、駅のバリアフリー化を自分の手でできなかったことでございます。

積み残しをしますけれども、何とか次の人たちが頑張ってやってくれることを期待して、

答弁に代えさせていただきます。大変ありがとうございました。

〇議長 水島美喜子君 一般質問は全て終了しました。

◎日程第２ 議案第４号 砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

〇議長 水島美喜子君 日程第２、議案第４号、砂川市職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 井上 守君 （登壇） 議案第４号、砂川市職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、地方公務員の育児休業等に関する法律の趣旨を踏まえ、非常勤職員に係
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る育児休業の取得条件の緩和等、育児と仕事の両立支援を図るため、本条例の一部を改正

しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては５ページ、議案第４号附属説

明資料新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後と

なっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第２条は、育児休業することができない職員の定めであり、第３号中「次のいずれかに

該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの」に改め、

ア（ア）中「（以下「１歳６か月到達日」という。）」の次に、「（当該子の出生の日か

ら第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日

から６月を経過する日、第２条の４の規定に該当する場合にあっては当該子が２歳に達す

る日）」を加え、イを次のいずれかに該当する非常勤職員、（ア）その養育する子が１歳

に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該子について当該非常勤職員が第２条の

３第２号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下（ア）において同じ。）におい

て育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の

１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの。

（イ）その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、

当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、

当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとするものに改めるものであります。

６ページを御覧願います。第２条第３号ウを削るものであります。

第２条の３は、育児休業法第２条第１項の条例で定める日の定めであり、第２号中「こ

の条」の次に「及び次条」を加え、第３号中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳

到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当

該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地

方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の

末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の

期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とす

る育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き

採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって」を

「養育する非常勤職員が」に、「該当するとき」を「該当する場合（当該子についてこの

号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に
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該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場

合にあってはウに掲げる場合に該当する場合）」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中

「非常勤職員がする」を「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に、「配偶者

がする」を「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改め、

同号アを同号イとし、同号にアとして、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に

掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休

業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、

そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合

に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合を加

えるものであります。

８ページを御覧願います。第２条の３第３号をエとして、当該子について、当該非常勤

職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされ

た日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合を

加えるものであります。

第２条の４は、最初の育児休業をした職員が特別の事情がない場合であっても再度の育

児休業をすることができる期間の定めであり、全文を改めるものであり、見出しを（育児

休業法第２条第１項の条例で定める場合）とし、第１項を育児休業法第２条第１項の条例

で定める場合は、１歳６か月から２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各

号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児

休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号

に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げ

る場合に該当する場合）とする。

第１号を当該非常勤職員の当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者

がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合

にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の

期間の初日とする育児休業をしようとする場合。

第２号を当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日において育児休

業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６か月到達日において地方

等育児休業をしている場合。

第３号を当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤

務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合。
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第４号を当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合と定めるものであります。

第３条は、再度の育児休業をすることができる特別の事情の定めであり、見出し中「再

度の育児休業をすることができる」を「育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定め

る」に改め、「第２条第１項」を「第２条第１項ただし書」に改め、９ページを御覧願い

ます。第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、第８号中「その任期」

を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員が」を「ものが、

当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い」

に、「再度任用されることに伴い、当該再度任用される日」を「当該更新前の任期の末日

の翌日又は当該採用の日」に改め、同号を同条第７号とし、同条の次に次の１条を加える

ものであり、第３条の２は育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間の定めであ

り、育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は５７日間とすると定めるもので

あります。

第１１条は、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合であ

っても、育児短時間勤務をすることができる特別の事情の定めであり、第６号中「育児休

業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改めるものであります。

１０ページを御覧願います。附則として、第１項は施行期日の定めであり、この条例は、

令和４年１０月１日から施行するものであります。

第２項は経過措置の定めであり、この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した

職員に対するこの条例による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１１条

（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例によるものであり

ます。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第４号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。
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◎日程第３ 議案第５号 砂川市教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について

〇議長 水島美喜子君 日程第３、議案第５号 砂川市教育委員会委員の任命につき同意

を求めることについてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） ただいま上程をいただきました砂川市教育委員会委員の

任命についての同意を求める案件でございますけれども、現委員でございます中村吉宏氏

は令和４年１０月２７日をもって任期が満了となりますので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定に基づきまして、次の者を任命いたしたいと存じます。

記名してございます坪江利香氏にお願いをしたいと存じますので、よろしくお願いをい

たします。

なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご同意をお願いいたしたいと存じます。

〇議長 水島美喜子君 以上で提案説明を終わります。

これより議案第５号の質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。

本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は同意することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４４分

再開 午前１１時４６分

〇議長 水島美喜子君 休憩中の会議を開きます。

◎日程第４ 議案第６号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについて

〇議長 水島美喜子君 日程第４、議案第６号 砂川市固定資産評価審査委員会委員の選

任につき同意を求めることについてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） ただいま上程をいただきました砂川市固定資産評価審査

委員会委員の選任についての同意を求める案件でございますが、現委員でございます加藤

直之氏は令和４年９月３０日をもって任期が満了となりますので、地方税法第４２３条第

３項の規定に基づきまして、次の者を選任いたしたいと存じます。
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引き続き加藤直之氏にお願いをしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。

なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、

ご同意をお願いいたしたいと存じます。

〇議長 水島美喜子君 以上で提案説明を終わります。

これより議案第６号の質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。

本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は同意することに決定いたしました。

これより午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４８分

再開 午後 １時００分

〇議長 水島美喜子君 休憩中の会議を開きます。

◎日程第５ 議案第 ７号 令和３年度砂川市一般会計決算の認定を求めること

について

議案第 ８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定

を求めることについて

議案第 ９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求

めることについて

議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認

定を求めることについて

議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決

算の認定を求めることについて

議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計利益の処分及び決算

の認定を求めることについて

〇議長 水島美喜子君 日程第５、議案第７号 令和３年度砂川市一般会計決算の認定を

求めることについて、議案第８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を

求めることについて、議案第９号 令和３年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求め

ることについて、議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を

求めることについて、議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決

算の認定を求めることについて、議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計利益の処

分及び決算の認定を求めることについての６件を一括議題といたします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 井上 守君 （登壇） 議案第７号 令和３年度砂川市一般会計決算の認定
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を求めることについてご説明申し上げます。

初めに、決算の概要についてご説明を申し上げます。令和３年度各会計歳入歳出決算書

の３ページをお開き願いたいと存じます。一般会計の歳入総額は１５３億９，４８７万５，

７４１円、歳出総額は１４５億７，０００万３，０９９円で、差引き８億２，４８７万２，

６４２円の剰余金を生じる決算となったところであります。

次に、歳入の構成比を見ますと、自主財源は全体の３４．４％で前年比７．８ポイント

の増、依存財源は６５．６％で前年比７．８ポイントの減となったところであります。な

お、自主財源及び依存財源の主な内訳は記載のとおりでありますが、３１４ページに決算

の財源推移として資料を添付しておりますので、後ほどご高覧いただきたいと存じます。

次に、歳入決算額の対前年度比較でありますが、市税から４ページ、市債まで主な増減

理由を付して記載しておりますので、内容につきましては説明を省略させていただきます

が、全体的に申し上げますと、個人市民税、固定資産税などの市税の減、特別定額給付金

等の民生費国庫補助金、地方創生臨時交付金事業費などの総務費国庫補助金などの減によ

る国庫支出金の減、農業基盤奨励費道補助金などの減による道支出金の減、公共施設等適

正管理推進事業債の減などによる市債の減となったところであり、地方消費税交付金の増、

地方特例交付金の増、地方交付税の増、土地売払収入の皆増による財産収入の増、寄附金

の増、庁舎整備基金などの繰入金の増、繰越金の増などがありますが、歳入総額は前年度

と比較して３６億８，６５８万６，５４５円の減となったところであります。

次に、歳出決算額の対前年度比較、性質別でありますが、４ページの人件費から５ペー

ジの普通建設事業費まで主な増減理由を付して記載しておりますので、内容につきまして

は説明を省略させていただきますが、全体的に申し上げますと、特別定額給付金の皆増に

よる補助費等の減、繰出金の減、庁舎建設事業などの減による普通建設事業費の減となっ

たところであり、人件費の増、扶助費の増、積立金の増、公債費の増などがありますが、

歳出総額は前年度と比較して３９億４，９７２万１，９１３円の減となったところであり

ます。なお、３１５ページに歳出性質別決算の推移として資料を添付しておりますので、

後ほどご高覧をいただきたいと存じます。

次に、５ページの主な財政分析指標の推移でありますが、初めに経常収支比率でありま

すが、毎年度経常的に収入され、かつその使途が制限されない市税、地方譲与税、普通交

付税などの一般財源が経常的に支出する人件費、物件費、公債費などの経費にどの程度充

当しているかを示したものであり、この率が高いほど財政の弾力性が乏しいこととなり、

３年度は２年度と比較して２．１ポイント減の８１．８％となったところであります。

次に、財政力指数でありますが、普通交付税算定における基準財政需要額に対する基準

財政収入額の割合の３か年の平均値を示したものであり、この率が１００％に近いほど普

通交付税の交付率が低く、普通交付税算定上の留保財源が多いこととなり、財源に余裕が

あるということになりますが、３年度は２年度と比較して１．０ポイント減の３０．８％
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となったところであります。

次に、実質公債費比率でありますが、一般会計等が負担する元利償還金、準元利償還金

の標準財政規模に対する割合の３か年の平均値であり、地方債など借入金の返済額及びこ

れに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標として用いられ、財政健全

化法により早期健全化基準が定められておりますが、３年度は２年度と比較して０．６ポ

イント増の５．１％となったところであります。

次に、将来負担比率でありますが、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財

政規模に対する比率であり、一般会計等の地方債などの借入金や公営企業、組合、設立法

人等に対して将来払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政

を圧迫する可能性の度合いを示す指標として用いられ、財政健全化法により早期健全化基

準が定められておりますが、３年度は２年度と比較して８．３ポイント減の６５．６％と

なったところであります。

次に、公債費比率でありますが、この率は一般財源の標準的な大きさを示す標準財政規

模から災害復旧費等として普通交付税に算入された公債費を除いた額に対し、地方債の元

利償還金から元利償還金に充当した特定財源と災害復旧費等として普通交付税の基準財政

需要額に算入された公債費を除いた額の割合であり、地方債発行規模の妥当性を判断する

ための指標として、この率が高いほど公債費の負担が高く、財政構造が硬直化していると

判断されるものでありますが、３年度は２年度と比較して０．１ポイント増の４．７％と

なったところであります。

また、起債制限比率でありますが、先ほどの公債費比率の積算額から基準財政需要額に

算入された事業費補正の公債費をそれぞれ除いた額に対する割合の３か年の平均値であり、

３年度は２年度と比較して０．１ポイント減の４．２％となったところであります。

以上、令和３年度一般会計決算の概要について申し上げましたが、６ページから１４ペ

ージには一般会計歳入歳出決算書、１５ページから１８ページには一般会計歳入歳出款別

決算内訳書、１９ページから３１０ページには予算書に基づく一般会計歳入歳出決算事項

別明細書、３１１ページには実質収支に関する調書、３１２ページから３２９ページには

各表に基づく一般会計決算説明書、４９９ページから５０５ページには財産に関する調書

を添付しておりますので、ご高覧をいただき、よろしくご審議を賜りますようお願い申し

上げます。

〇議長 水島美喜子君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 （登壇） 私から議案第８号、議案第１０号についてご説明申

し上げます。

初めに、議案第８号 令和３年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求めること

についてご説明申し上げます。

決算書の３３０ページをお開き願います。決算の概要でありますが、初めに一般概要に
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ついてご説明申し上げます。平成３０年度から都道府県が財政運営の主体となり、市町村

は国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付し、都道府県が保険給付費を負担する制度

に変更となりましたが、令和３年度の財政運営は財政健全化に対処することを基本として

保険税の税率を据え置いて運営したところであります。主な給付状況では、療養給付費で

１２億２，１８６万２，５６７円、高額療養費で１億９，９３４万１，３５２円となり、

保険給付費全体では前年度に比べ２．９％の増となったところであります。なお、歳入総

額２０億１，４５１万７，７５７円に対し、歳出総額１９億８，４８１万３，３２１円と

なり、差引き２，９７０万４，４３６円を翌年度に繰り越したところであります。

歳入につきましては、保険税は２億２，７０６万２，３９９円で、前年度に比べ１，２

３４万９，８０２円の減となり、現年度分収入率は９８．１６％で、前年度に比べ０．８

８ポイントの減となったところであります。歳入総額に対する構成比は１１．３％となり、

前年度に比べ０．６ポイントの減となっており、１世帯当たりの納税額は１０万５５９円

となったところであります。道支出金は１５億８，８９９万３，８２４円、構成比は７８．

９％、一般会計繰入金は１億７，３２３万８，７２７円で、前年度に比べ４６万５，２６

７円の減で、構成比８．６％、その他繰越金２，１１９万４，３９７円、国庫支出金３２

１万８，０００円、財産収入７１万７，３６０円と諸収入９万３，０５０円を加えた歳入

総額は２０億１，４５１万７，７５７円となり、前年度決算額と比較して１，０２４万１，

５９８円の増となったところであります。

歳出につきましては、総務費は５，３７４万６，２１３円、保険給付費は１４億３，２

７６万８，９１７円で、前年度に比べ３，９７３万７，３７８円の増となり、構成比が７

２．２％と最も高く、国民健康保険事業費納付金は４億６，３４２万２，０００円、構成

比２３．４％、保健事業費２，０４８万９，６２５円、基金積立金１，０３５万２，５０

４円に諸支出金等を加えた歳出総額は１９億８，４８１万３，３２１円となり、前年度決

算額と比較して１７３万１，５５９円の増となったところであります。

なお、３３１ページ以降は決算書、款別決算内訳書、決算事項別明細書及び実質収支に

関する調書のほか、３９３ページには関連調書を添付しておりますので、ご高覧いただき、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１０号 令和３年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を求

めることについてご説明申し上げます。

決算書の４６３ページをお開き願います。決算の概要でありますが、初めに一般概要に

ついてご説明申し上げます。令和３年度の財政運営は、後期高齢者医療制度を円滑に実施

することを基本として運営に当たり、歳入総額６億５，８５０万５，９３６円に対し、歳

出総額は６億５，８４３万９，４３６円となり、差引き６万６，５００円を翌年度に繰り

越したところであります。

歳入につきましては、後期高齢者医療保険料２億３，５４４万８，９００円で、現年度
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分の収入率は９９．９１％で前年度に比べ０．０９ポイントの減となり、歳入総額に対す

る構成比は３５．８％となったところであります。また、一般会計繰入金は４億９７３万

４，３３６円、その他、繰越金１０万６，２００円、後期高齢者医療広域連合支出金４０

万３，８１２円と諸収入１，２８１万２，６８８円を加えた歳入総額は６億５，８５０万

５，９３６円となり、前年度決算額と比較して２，１４２万３，３３２円の増となったと

ころであります。

歳出につきましては、総務費２３０万５，５３７円、後期高齢者医療広域連合納付金の

うち療養給付費は３億１，３６８万１，６６３円で、前年度に比べ１，５４０万８，８２

８円、５．２％の増となり、事務費分６８３万３，０００円、保険料分２億３，５４８万

８，６００円、保険基盤安定分８，６０６万８，２４５円を加えた総額は６億４，２０７

万１，５０８円となり、前年度に比べ１，７５６万５７８円の増となったところでありま

す。その他、保健事業費１，３６９万６，３９１円及び諸支出金３６万６，０００円を加

えた歳出総額は６億５，８４３万９，４３６円となり、前年度決算額と比較して２，１４

６万３，０３２円の増となったところであります。

なお、４６４ページ以降は決算書、款別決算内訳書、決算事項別明細書及び実質収支に

関する調書のほか、４９８ページには関連調書を添付しておりますので、ご高覧をいただ

き、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 （登壇） 議案第９号 令和３年度砂川市介護保険特別会

計決算の認定を求めることについてご説明申し上げます。

決算書の３９４ページをお開き願います。決算の概要でありますが、初めに一般概要に

ついてご説明申し上げます。令和３年度の財政運営は、介護保険事業を円滑に実施するこ

とを基本として運営に当たり、歳入総額１８億９，８０９万７，５４４円で、歳出総額は

１８億３，２４３万７，６５２円となり、差引き額は６，５６５万９，８９２円で、その

内訳は国庫負担金等の過交付３，９３５万９６３円及び保険料の還付未済等９万２，１０

０円によるもので、これら差引額２，６２１万６，８２９円は剰余金として介護給付費準

備基金に積み立てることとしております。なお、過交付及び還付未済となったものは、翌

年度において返還または還付するものであります。

歳入につきましては、第１号被保険者保険料は３億２，８４９万９，７００円で、前年

度に比べ２，４３６万２，８００円の増、現年度分収入率は９９．８５％で、前年度に比

べ０．０２ポイントの減となり、歳入総額に対する構成比は１７．３％となったところで

あります。また、国庫支出金は５億１，４８１万２８６円、支払基金交付金は４億８，５

３２万８，８６３円、道支出金は２億８，３７２万７，４９０円、繰入金は２億７，６３

１万３，１７７円、繰越金は７６９万７，５６４円、これに分担金及び負担金１１９万８，

５００円、財産収入５０万６，２０８円、諸収入１万５，７５６円を加え、歳入総額は１
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８億９，８０９万７，５４４円となり、前年度決算額と比較して３，４５１万１，５６７

円の増となったところであります。

歳出につきましては、総務費は１，６６５万３，８８７円、保険給付費は１６億７，６

３９万３，２０９円、地域支援事業費は１億２，７７６万７，１７０円、諸支出金は７４

９万１，２１５円であり、これに基金積立金３９３万２，１７１円、公債費２０万円を加

え、歳出総額は１８億３，２４３万７，６５２円となり、前年度決算額と比較して２，３

４５万７６１円の減となったところであります。

なお、３９５ページ以降は決算書、款別決算内訳書、決算事項別明細書及び実質収支に

関する調書のほか、４６２ページに関連調書を添付しておりますので、ご高覧いただき、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 （登壇） 議案第１１号 令和３年度砂川市下水道事業会計利

益の処分及び決算の認定を求めることについてご説明申し上げます。

初めに、利益の処分でありますが、下水道事業会計決算書の１０ページをお開きいただ

きたいと存じます。令和３年度末における未処分利益剰余金は４億３，１３４万９，８９

０円で、このうち１億９，８５２万５７１円につきましては資本金へ組み入れ、残りの２

億３，２８２万９，３１９円は資本的収入が資本的支出に対し不足する額の補填財源とし

て充当するため、減債積立金へ処分しようとするものであります。これは、決算書４ペー

ジの決算報告書の資本的収入及び支出のうち、第１款資本的収入６，３７６万２，９００

円から第１款資本的支出４億４，４１４万５，４１９円を差し引いた３億８，０３８万２，

５１９円が不足するものであり、この不足する額を当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額２０５万３，３４６円、当年度分損益勘定留保資金１億８，２５９万４，０９

２円及び当年度分利益剰余金処分額１億９，５７３万５，０８１円で補填するものであり

ます。なお、補填後の当年度利益剰余金処分額の残額３，７０９万４，２３８円につきま

しては、令和４年度の補填財源とするものであります。

次に、決算の認定を求めることについてご説明申し上げます。決算書の３１ページをお

開きいただきたいと存じます。令和３年度につきましては、地方公営企業法を一部適用し

てから３年目となり、経営状況の明確化、適切な施設管理など効率的な事業運営を行い、

事業の健全化に努めてまいりました。収入につきましては、人口減少による有収水量の減

などの影響により、下水道使用料は前年度と比較して減となったところであります。一方、

費用では下水道事業に要する経費や管渠整備に関わる企業債元利償還金や管渠老朽箇所の

修繕費などが計上される中、経費縮減等に取り組み、支出を必要最小限にとどめることが

できたところであります。業務の状況でありますが、年間有収水量は公共下水道事業では

１３８万７，３１５立方メートルで、前年度末と比較し、３万５，７９２立方メートルの

減となり、個別排水処理施設事業では２万７，１５３立方メートルで、前年度末と比較し、
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１，０９１立方メートルの減となりました。また、建設改良事業につきましては、石狩川

６号幹線管渠改築工事等を実施し、令和３年度の総額は５，４６３万４，３２４円となり

ました。

次に、収益的収支でありますが、消費税抜きで申し上げますと、収益的収入は７億４，

３９５万９，９９２円、収益的支出は５億１，１１３万６７３円となり、収支差引き２億

３，２８２万９，３１９円の純利益となりました。

次に、資本的収支でありますが、消費税抜きで申し上げますと、資本的収入は６，３７

６万２，９００円で、内訳は企業債３，９２０万円、出資金１，４０４万３，０００円、

国庫補助金８４９万９，０００円、分担金及び負担金１７２万９００円、長期貸付金３０

万円であります。資本的支出は４億４，０３６万１，２４７円で、内訳は建設改良費５，

０８５万１５２円、企業債償還金３億８，９５１万１，０９５円であります。なお、企業

債未償還残高は３０億６，９７４万７，２２４円となりました。

決算書の３２ページをお開きいただきたいと存じます。こちらにつきましては、地方公

営企業法施行規則の一部改正に基づく経営の実態を端的に示す経営指標に関する報告とし

まして、令和３年度の決算から記載しており、経常収支比率、経費回収率、有形固定資産

減価償却率の５年間の推移を表したものになります。経常収支比率は、令和３年度につき

ましては管渠、個別排水処理施設に関わる修繕費の減少により、前年度と比較し、１．５

％の増となりました。その他の指標につきましては、記載のとおりとなっております。

３３ページから３８ページまでは関連資料となっておりますので、ご高覧いただき、よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 議案第１２号 令和３年度砂川市病院事業会計

利益の処分及び決算の認定を求めることについてご説明申し上げます。

初めに、利益の処分でございますが、病院事業会計決算書の１２ページを御覧いただき

たいと存じます。令和３年度末における未処理欠損金６９億６，５０６万７，３６２円に

対しまして、従前から議会の議決を経て積み立てていた建設改良積立金から５，４５３万

２，７４２円を繰入れしようとするものであります。これは、決算書２２ページの資本的

収入及び支出明細書のうち、建設改良事業に係る収支について、支出の部、１項建設改良

費、税込み７億５５万１，７４２円から収入の部、１項企業債６億４００万円、３項補助

金、１目国庫補助金２３３万２，０００円及び２目道補助金３，９６８万７，０００円を

差し引いた額５，４５３万２，７４２円が不足するものであり、この不足する額を決算書

１５ページ、貸借対照表上、資本の部、７、剰余金、（２）利益剰余金、イ、建設改良積

立金１０億１４２万４，６５８円からロの当年度未処理欠損金へ繰り入れ、当年度未処理

欠損金の残高を６９億１，０５３万４，６２０円とするものであります。なお、この処分

につきましては、現金を伴わない非資金の処分であります。
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次に、決算の認定を求めることについてご説明申し上げます。決算書の２７ページを御

覧いただきたいと存じます。令和３年度につきましては、いまだ終息が見えないコロナ禍

の中、職員の創意工夫により感染症対策強化と通常の医療体制の両立を図ったところであ

ります。経営面につきましては、前年度の新型コロナウイルス感染症による手術や検査の

延期、患者の受診抑制などの影響が緩和され、診療収益は持ち直しつつあり、新型コロナ

ウイルス感染症に伴う国や北海道の補助金等により減収分については一定程度補填された

ところであります。一方、費用では感染症対策に要する経費や病院建設に係る企業債元利

償還金、多額の減価償却費などが計上される中、経費節減等に取り組み、費用の増加を必

要最小限にとどめることができたところであります。これらのことにより、令和３年度に

おいては１億８，７８６万１，３８９円の純利益を計上することができました。診療体制

整備につきましては、大腸ビデオスコープ、産婦人科手術用内視鏡システムなどの医療機

器整備や、急性期患者情報システム等の医療情報システムの更新、また軽量移動型デジタ

ルエックス線撮影装置等の感染症対策機器の整備を行い、中空知医療圏の基幹病院として

の役割を果たすよう努めてまいりました。

初めに、患者数でありますが、入院患者数は１３万３４５人で前年に比べ６，０３９人

の増となり、外来患者数についても２３万２，３１８人で前年に比べ８，４１８人の増と

なりました。次に、収益的収支でありますが、消費税抜きで申し上げますと、収益的収入

は１４９億２，７２６万５，１０３円で、前年より７億５，９８６万１，２８２円の増、

収益的支出は１４７億３，９４０万３，７１４円で、前年より４億８，４４７万４，７６

５円の増となり、収支差引き１億８，７８６万１，３８９円の純利益となりました。次に、

資本的収支でありますが、消費税抜きで申し上げますと、資本的収入は１２億１，９０１

万１，５００円で、内訳は建設改良に充てる企業債６億４００万円、投資償還金１，５２

３万９，５００円、国庫補助金２３３万２，０００円、道補助金３，９６８万７，０００

円、一般会計出資金５億２，１３６万３，０００円、寄附金３，６３９万円であります。

資本的支出は１７億６，６６３万５，２１１円で、内訳は資産購入費６億６，８７８万６，

８８０円、企業債償還金１０億４，０３６万８，３３１円、投資２，７４８万円でありま

す。なお、企業債未償還残高は１１７億８８６万７，２７９円となっております。

２８ページを御覧いただきたいと存じます。こちらにつきましては、地方公営企業法施

行規則の一部改正に基づく経営の実態を端的に示す経営指標に関する報告としまして、令

和３年度の決算から記載しております。経常収支比率、修正医業収支比率、病床利用率、

器械備品減価償却率の５年間の推移を表したものになります。経常収支比率は、令和３年

度につきましては診療収益や新型コロナウイルス感染症に伴う補助金の増加により、前年

度比２．１ポイント増の１０１．４％となりました。その他の指標につきましては、記載

のとおりとなっております。

２９ページから３９ページまでは関連資料となっておりますので、ご高覧をいただき、
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よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 以上で各議案の提案説明を終わります。

続いて、監査委員から監査意見の開陳を求めます。

監査委員。

〇監査委員 栗井久司君 （登壇） それでは、決算審査についてご報告申し上げます。

地方自治法第２３３条第２項、同法第２４１条第５項及び地方公営企業法第３０条第２

項の規定により審査に付された令和３年度一般会計、特別会計及び公営企業会計決算並び

に基金運用状況の審査概要についてご報告申し上げます。

最初に、一般会計、特別会計の審査意見書の１ページを御覧ください。決算審査は、砂

川市監査基準に基づき審査が行われ、審査の実施内容は、提出された各会計の決算書及び

決算附属書類並びに基金運用状況調書に基づき、計数の正確性、適法性、予算執行の適否

等を主眼として審査を行った結果、決算書及び附属書類は関係法令に基づいて作成され、

計数は正確で適切に処理されており、財産の管理状況も適正に行われていることを認めた

ところであります。

２ページ目の総括決算概要を申し上げますと、一般会計で歳入総額１５３億９，４８７

万５，７４１円に対し、歳出総額１４５億７，０００万３，０９９円で、歳入歳出差引き

８億２，４８７万２，６４２円の剰余金を生じた決算となっております。特別会計では、

４１ページ、国民健康保険特別会計で２，９７０万４，４３６円、５２ページ、後期高齢

者医療特別会計で６万６，５００円の剰余金を計上する決算となっております。戻りまし

て、５０ページ、介護保険特別会計では、歳入歳出差引き６，５６５万９，８９２円のう

ち国庫負担金等の過交付分３，９３５万９６３円、保険料の還付未済等分９万２，１００

円を除いた２，６２１万６，８２９円を介護給付費準備基金に積み立てる決算となってお

ります。

次に、公営企業会計の決算審査意見書を御覧ください。砂川市公営企業会計についても、

同じく砂川市監査基準に基づき決算審査を実施いたしました。最初に、下水道事業会計で

は、４ページの３、経営状況についてで、令和３年度は事業収益７億４，３９５万９，９

９２円に対し、事業費用５億１，１１３万６７３円で、差引き２億３，２８２万９，３１

９円の純利益となっております。次に、病院事業会計では、１４ページの３、経営状況に

ついてで、令和３年度は事業収益１４９億２，７２６万５，１０３円に対し、事業費用１

４７億３，９４０万３，７１４円で、差引き１億８，７８６万１，３８９円の純利益とな

っております。

一般会計及び特別会計には、住民目線に立ち、効率的な行政運営と適正で健全な財政運

営がなされることを望むとともに、公営企業会計には企業としての経済性を発揮するだけ

でなく、健全な財政運営と本来の目的である公共の福祉を推進するように運営されること

が必要であり、より一層の経営改善に対する特段の努力を期待し、報告といたします。
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〇議長 水島美喜子君 これより各議案に対する総括質疑を行います。

初めに、議案第７号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第７号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第８号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第８号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第９号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第９号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１０号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１０号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１１号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１１号の総括質疑を終わります。

続いて、議案第１２号の総括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第１２号の総括質疑を終わります。

以上で各議案に対する総括質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっております６議案は、１０名をもって構成する決算審査特別委員会

を設置し、これに付託して閉会中継続審査を行うことにしたいと思います。このことにご

異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。

ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、砂川市議会委員会

条例第８条の規定に基づき、議長が指名いたします。

決算審査特別委員会委員に飯澤明彦議員、小黒弘議員、北谷文夫議員、沢田広志議員、
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武田真議員、多比良和伸議員、辻勲議員、中道博武議員、増井浩一議員、増山裕司議員、

以上のとおり指名いたします。

◎日程第６ 報告第１号 令和３年度砂川市健全化判断比率の報告について

〇議長 水島美喜子君 日程第６、報告第１号 令和３年度砂川市健全化判断比率の報告

についてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 井上 守君 （登壇） 報告第１号 令和３年度砂川市健全化判断比率の報

告についてご説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、令和３年度健

全化判断比率を監査委員の意見をつけて報告するものであります。

令和３年度の各健全化判断比率でありますが、①実質赤字比率は、一般会計等の実質赤

字額の標準財政規模に対する比率でありますが、黒字となっておりますので、比率はなし

であり、前年度と同様となっております。②連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実

質赤字、資金不足額の標準財政規模に対する比率でありますが、黒字となっておりますの

で、比率はなしであり、前年度と同様となっております。③実質公債費比率は、一般会計

等が負担する元利償還金、準元利償還金の標準財政規模に対する比率でありますが、５．

１％となっております。前年度より０．６ポイントの増となったところであります。④将

来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で

ありますが、６５．６％となっております。前年度より８．３ポイントの減となったとこ

ろであります。各健全化判断比率につきましては、表の右の欄に記載の早期健全化基準を

下回っているものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 以上で提案説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で報告第１号を終わります。

◎日程第７ 報告第２号 令和３年度砂川市下水道事業の資金不足比率の報告に

ついて

報告第３号 令和３年度砂川市病院事業の資金不足比率の報告につ

いて
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〇議長 水島美喜子君 日程第７、報告第２号 令和３年度砂川市下水道事業の資金不足

比率の報告について、報告第３号 令和３年度砂川市病院事業の資金不足比率の報告につ

いての２件を一括議題といたします。

提案者の説明を求めます。

建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 （登壇） 報告第２号 令和３年度砂川市下水道事業の資金不

足比率の報告についてご説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、令和３年度

砂川市下水道事業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委

員の審査に付し、別紙のとおり審査意見書が提出されましたので、資金不足比率について

報告をするものであります。

令和３年度砂川市下水道事業会計の決算では、流動資産は１億３，８５４万２，５７１

円となり、流動負債は３億８，７０６万９，６７８円から流動負債として整理した建設改

良費等の財源に充てるための企業債３億６，８５９万９，７２１円を控除し、かつ固定負

債として整理したその他の企業債２，０２１万５，０００円を加えた額が９，９８５万７，

６１４円となることから、資金不足額が生じないため、資金不足比率は発生しないもので

あります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 報告第３号 令和３年度砂川市病院事業の資金

不足比率の報告についてご説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、令和３年度

砂川市病院事業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員

の審査に付し、別紙のとおり審査意見書が提出されましたので、資金不足比率について報

告するものであります。

令和３年度病院事業会計の決算では、流動資産は４３億８，７０１万９，５４０円とな

り、流動負債は１９億９，４１３万７８６円から流動負債として整理した企業債９億３，

７５３万９，０２１円を控除した額１０億５，６５９万１，７６５円となることから、資

金不足額が生じないため、資金不足比率は発生しないものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 以上で提案説明を終わります。

これより報告第２号及び第３号の一括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。
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以上で報告第２号及び第３号を終わります。

◎日程第８ 報告第５号 監査報告

報告第６号 例月出納検査報告

〇議長 水島美喜子君 日程第８、報告第５号 監査報告、報告第６号 例月出納検査報

告の２件を一括議題といたします。

監査報告及び例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。

これより報告第５号及び第６号の一括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） この監査報告にはページが付してありませんので、表紙から

３枚目の市立病院の関係での質疑を行ってまいります。

出産費に係る消費税の課税について監査報告がされているわけですけれども、平成３年

度から３０年間にわたって出産費の一部に消費税を課税していたことということの案件で

すけれども、今までにない厳しい表現で、甚だ遺憾なことであると、これは珍しい表現だ

と思っているわけですけれども、私たち議員には５月２７日の総務文教委員会でこの案件

については報告を受けていますし、委員もそれぞれ質疑、答弁をもらっている状況ではあ

るのですが、先ほどの監査報告の参考図書から下の部分、これはこれまでの総務文教委員

会では報告がなかったような、多分新しい案件ではないかと思っていまして、この部分、

いかに監査が行われたのかをまずお伺いするのと、それからこのような案件が二度とあっ

ては困るわけでして、再発防止についてどのような監査が、そして監査委員からどういう

指導がされたのかをお伺いします。

以上です。

〇議長 水島美喜子君 監査委員。

〇監査委員 栗井久司君 （登壇） 報告第５号の監査報告のうち、市立病院の出産費に

係る消費税の課税についてでございますが、私自身５月２８日の北海道新聞の朝刊で、当

市の市立病院が本来出産費に係る消費税は非課税にもかかわらず、３０年間誤徴収されて

いたという記事を読んで初めて知ったところでございます。

市立病院の定期監査につきましては、７月４日から５日間、砂川市の監査基準に基づき、

令和３年度分の財務監査と併せて、今回のこの出産費に係る消費税の課税については行政

監査ということで実施させていただきました。

最初に監査委員として、なぜ３０年間の長きにわたって分からなかったのか、気づかな

かったのだろうかということと、２点目は今後このようなことがあってはならないので、

再発防止対策を講じなければならないということでございます。

１点目につきましては、関係者から説明を求め、担当者から聞き取り調査を行いました。
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担当者のお話を伺いますと、平成元年度にたしか「医療と消費税Ｑ＆Ａ」という参考資料

を購入されているということですので、これを見せていただきました。平成元年度当時は、

出産費に係る消費税は課税するということになってございましたが、その３年後の平成３

年から令和３年まで、新しい参考図書というのですか、購入はされていないので、分から

なかった、気づかなかったということでございます。しかしながら、今回の定期監査時に

平成１９年度に「医療・介護・福祉事業者のための消費税の実務」という参考図書が購入

されておりましたので、これも見せていただきました。この１９年度版には正常分娩に係

る消費税は非課税となってございましたので、少なくともこの平成１９年度の時点で、な

ぜ気がつかなかったのだろうか、分からなかったのだろうかという疑問を持ったのですが、

購入されたのが経営企画課で所管の医事課ではなかったため、通常担当者が隣の課まで行

って参考資料を見るとか、そういうことはあまり行わないため、残念ではございますが、

平成１９年度の時点で分からなかったので、ずるずると令和３年度まで分からなかった、

気がつかなかったということでございました。

そこで、２点目の再発防止対策でございますけれども、当病院の事業会計には研究研修

費の中に図書費というのがございまして、年間約１，６００万円ほどの予算が計上されて

ございます。細節で医師、看護師、技術者、その他一般事務方と予算が配分されてござい

ますが、また税制改正も当初３％だったのが５％、８％、現在は１０％ということで、３

回ほど改正されてございます。このような税制改正や、必要に応じて定期的に参考資料を

購入して、担当者の情報収集を図って、今後このようなことがないような再発防止対策を

講じるよう口頭指導したところでございます。

今回定期監査は大変厳し過ぎると、職員から圧力を感じたという声もございましたけれ

ども、監査委員の職務執行上、関係者から説明を求め、担当者から何度も聞き取り調査を

しなければならないということもご理解とご協力をいただいたところでございました。

今回３０年間にわたる課税誤謬という件につきましては、民法の規定に従って１０年間

だけさかのぼって返済すると。その返済対象者が３，９７１名で、返済総額が１，９９８

万６，７１１円ということでございましたので、早急に返済の事務の執行を取り進めるよ

う、併せて口頭指導したところでございます。

報告第５号には三、四行でまとめて記載してございますけれども、詳細については以上

でございます。

〇議長 水島美喜子君 他に発言ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で報告第５号及び第６号を終わります。

◎日程第９ 意見案第１号 森林・林業・木材産業によるグリーン成長に向けた
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施策の充実・強化を求める意見書について

意見案第２号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜

本的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障

する高校教育を求める意見書について

意見案第３号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

について

〇議長 水島美喜子君 日程第９、意見案第１号 森林・林業・木材産業によるグリーン

成長に向けた施策の充実・強化を求める意見書について、意見案第２号 道教委「これか

らの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障す

る高校教育を求める意見書について、意見案第３号 国土強靱化に資する社会資本整備等

に関する意見書についての３件を一括議題といたします。

提案者の説明を求めます。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

説明省略とのことでありますが、説明省略にご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、説明を省略いたします。

これより意見案第１号から第３号に対する一括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、意見案第１号から第３号を一括採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決されました。

◎閉会宣告

〇議長 水島美喜子君 これで日程の全てを終了しました。

令和４年第３回砂川市議会定例会を閉会いたします。

閉会 午後 ２時０３分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

令和４年９月１４日

砂川市議会議長

砂川市議会副議長

砂川市議会議員

砂川市議会議員


